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0．問題の所在

煩悩のある限り有情は生死輪廻を繰り返す。有部の修行道論においては、聖

者となり無漏出世間の智慧によって煩悩を断じることが、輪廻から脱するため

に最も重要となる。ところが有部の教理によれば、聖者のみならず、異生であ

っても有漏世間道によって煩悩を断じることができると説かれている。櫻部建

は、説一切有部の教理を概説するなかで、この“有漏世間道による断惑”が無

漏の慧による断感の原則に矛盾していると述べ、有部実践修行論においてこの

問題を解決することの意義に言及している1。

この問題を扱った考察は未だ数が少ないが、代表的先行研究として平澤一と

周柔含とによるものが挙げられる2。このうち平澤一3は、『順正理論』を中心

に、“有漏世間道による断惑”の是非をめぐる討論を考察し、このような“有

漏世間道による断惑”が有部の修行道論において「例外として認められたも

の」であり4、「一貫した体系としては、複雑になり、透徹性を欠き、部分的に

は相互に齟齬する部分もでてくる」5と評価している6。また周柔含7は、九遍知

� �
を軸として、所縁断（ālambana-prahāna）や離繫得（visamyoga-prāpti）などの

有部法相からこの問題について検討を加えている。しかしながら、これら両者

の研究においては、有部の禅定論という立場からの検討が十分に果たされてお

らず、未だ教理の全貌は不明瞭なままである8。この異生の断惑が“有漏の六

行観”と呼ばれる定（samādhi）によって遂行される点を鑑みても、有部の禅

定論からの再検討は必要不可欠である。そこで本稿は、この欠を補うことで、
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次の 3点を証明することを目的としている。

（1）有部における“有漏世間道による断惑”とは、単に、定（samādhi）に

よって上地を得る際に、下地から離染することである。未至定あるいは近

分定によって下地から離染しなければ、上地を得ることは出来ない。した

がって異生が上地を得ることが、そのまま“有漏世間道による断惑”なの

であり、それ以外に何か特殊な例外規定や状況を想定しているわけではな

い。

�
（2）有漏世間道によって煩悩が断たれる際には、所縁断（ālambana-prahāna）

�
ではなく、自性断（svabhāva-prahāna）が適用される。したがって、異生

によって断たれた煩悩は不成就になる。断じられた煩悩が不成就になると

いう点で、有漏世間道による断惑は、無漏出世間道による断惑と差異がな

い。

（3）しかしながら無漏出世間道による断惑と異なり、有漏世間道による断惑

の効果は一時的なものであって永続しない。なぜなら有漏世間道によって

生起させられる有漏の離繫得は、いくつかの条件によって捨されてしまう

からである。そして、それこそが聖者による断惑と、異生による断惑との

最大の違いである。

1．煩悩とその断ち方

まず本節 1．では、有部の修行道論について考察を進め、“有漏世間道によ

る断惑”の修行内容を明確化させる。有部では煩悩の断ち方には見道・修道と

いう二つの手段があるとされる。これら両手段の有漏・無漏について次のよう

に説かれている9。

AKBh.（p. 327.2−8）：

� � �

～
�

uktam yathā prahānam parijnākhyām labhate / tad api ca
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�
� �

�klesaprahānam ākhyātam satyadarsanabhāvanāt /（6, 1 ab）
� � �

� �

�darsanaheyā bhāvanāheyās ca klesā iti vistarenākhyātam / tāv idānı̄m darsana-

bhāvanāmārgau kim anāsravau sāsravāv iti vaktavyam / ata idam ucyate

�
�

dvividho bhāvanāmārgo darsanākhyas tv anāsravah // 6, 1 cd //

� �dvividho bhavanāmārgo laukiko lokottaras ca / darsanamārgas tu lokottara eva

� � �

�
� � �

traidhātukapratipaksatvāt / navaprakārānām darsanaheyānām sakrtprahānāc ca /

�

�na hi laukikasya esā saktir asti /

〔煩悩の〕断が如何にして遍知の名称を獲るかについて既に説かれた。そ

して、その

煩悩の断は、諦を見ること、及び修することによる、と説示されてい

る。（6, 1 ab）

「諸煩悩は見所断と修所断とである」云々と詳しく説かれた。今や、これ

ら見・修の両道が無漏であるか有漏であるか、が説かれなくてはならな

い。それゆえに次のことが言われる。

修道は〔有漏・無漏の〕二種であるが、見道と称されるものは無漏で

ある。（6, 1 cd）

修道は〔有漏なる〕世間道と、〔無漏なる〕出世間道との二種である。一

方、見道は、三界〔すべての地〕に属する〔煩悩〕の対治であり、そして

九品の見所断〔煩悩〕を頓に断ずるゆえに、出世間〔道〕だけである。な

ぜなら、世間〔道〕にはこの能力が無いからである。

ここで説かれている見道と修道の有漏／無漏を表にまとめれば次のようにな

る。

従って本稿が検討しようとする有漏世間道による断惑とは、修道によって煩

有漏（世間道） 無漏（出世間道）

見道 × ○
修道 ○ ○

説一切有部における有漏世間道による断惑
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悩を断つことである（上表の網掛け部）。ところで、見所断の煩悩は見道によ

って断たれるのであるから、「異生が有漏世間道によって断惑する場合には、

修所断の煩悩だけが対象になるのではないか」と考えることも出来るはずであ

る10。しかしながら有部の正統説によれば、異生による有漏世間道の断惑は、

見所断・修所断の両方の煩悩を対象にする。それについて次のように説かれて

いる11。

AKBh.（p. 281.1−10）：
� �

� �

�ya ime darsanaprahātavyānusayā uktāh kim ete niyatam darsanenaiva prahı̄yante

�
/ nety āha / kim tarhi /

� � �
bhavāgrajāh ksāntivadhyā drggheyā eva（5, 6 ab）

～
�

� �ye bhavāgrabhūmijā anvayajnānaksāntiheyā anusayās te darsanaheyā eva na

�
bhāvanāheyāh /

�
� � �

sesajāh / drgbhāvanābhyām（5, 6 bc）

�

�
� � �

～
�

ksāntivadhyā iti varttate / sesāsu bhūmisu yathāyogam dharmānvayajnānaksānti-

�
� �

�
� � � �

heyā anusayā āryānām darsanaheyāh prthagjanānām bhāvanāheyāh /

�
aksāntivadhyā bhāvanayaiva tu // 5, 6 cd //

�

� ～
� � � �

sarvāsu bhūmisu ye ’nusayā jnānavadhyās te ubhayesām nityam bhāvanāheyāh /

【問】見所断の随眠が説き終った。これらは決定して見によってのみ断ぜ

られるのか。【答】答えて言う。そうではない。【問】ではどうなのか。

【答】

有頂に生じる、忍所害〔の随眠〕は、ただ見所断である。（5, 6 ab）

有頂地に生じる類智忍によって断ぜられるべき随眠は、ただ見所断であっ

て修所断ではない。

残りの〔地に〕生じる〔随眠〕は、見〔道〕もしくは修〔道〕によっ

て〔断ぜられる〕。（5, 6 bc）

忍所害の〔随眠は〕、と続く。残りの地における法〔智忍〕、類智忍によっ

て断ぜられるべき随眠は、聖者たちにとっては見所断であり、異生たちに
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とっては修所断である。

一方、忍所害ではない〔随眠〕は、ただ修によって〔断ぜられる〕。

（5, 6 cd）

すべての地における智所害の随眠は、〔聖者と異生との〕両者にとって決

定して修所断である。

AKVy.（p. 447.13−16）：

� �

�
� � �

ta ete āryānām darsanaheyās ta eva ca prthagjanānām bhāvanāheyāh.

�

� �
�

dvividho hi bhāvanāmārgah. laukiko lokottaras ca. tathā hi sāstra uktam. bha-

�

� �
�

gavatah srāvako darsanena jahāti. prthagjano bhāvanayā jahātı̄ti.

それら〔欲界から無所有処までの忍所害の随眠〕は、聖者たちにとっては

見所断であり、同じそれら〔随眠〕が、異生たちにとっては修所断であ

る。なぜなら、修道には、世間的な〔道〕と、出世間的な〔道〕との二種

類があるからである。すなわち『〔発智〕論』において「世尊の声聞は見

〔道〕によって断じ、異生は修〔道〕によって断ずる」と説かれているか

らである12。

異生／聖者それぞれにとって忍所害・智所害13の煩悩の断ち方が異なること

が確認される14。これを表にまとめれば次のようになろう。

したがって聖者にとって見所断・修所断であるところの煩悩を、異生が有漏

世間の修道によって断じることが、異生による断惑であると考えられる（上表

の網掛け部）。

煩悩の種類
断ち方

異生 聖者

有頂地以外
忍所害 有漏世間の修道15 無漏出世間の見道
智所害 有漏世間の修道 有漏世間／無漏出世間の修道16

有頂地
忍所害 断てない 無漏出世間の見道
智所害 断てない 無漏出世間の修道17

説一切有部における有漏世間道による断惑
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2．有漏世間の修道による断惑方法

前節 1．において、有部の修行道論を検討し、異生の“有漏世間道による断

惑”とは、修道によって見所断・修所断の煩悩を断ずることであると指摘し

た。続いて本節 2．では、有部の禅定論から考察を進める。有部の理解によれ

ば、このような修道による断惑は、必ず禅定に基づいて遂行される。AKBh．

と AKVy．は、修道による断惑と禅定との関係を次のように説いている18。

AKBh.（p. 366.7−15）：
�

�

�
� �

dvividho hi bhāvanāmārga ukto laukiko lokottaras ceti / kenāyam saiksah kuto

�
vairāgyam prāpnoti /

� �
lokottarena vairāgyam bhavāgrāt（6, 45 cd）

� � �
na laukikena / kim kāranam / tata ūrdhvam laukikābhāvāt svabhūmikasya vāpra-

�
tipaksatvāt19 / …中略… /

anyato dvidhā // 6, 45 d //

� � �
bhavāgrād anyatah sarvato bhūmer laukikenāpi vairāgyam lokottarenāpi /

修道は世間〔道〕と出世間〔道〕との二種類であると説かれた。この有学

は、いずれ〔の道〕によって、いずれ〔の地〕からの離染を得るのか。

出世間〔道〕によって有頂からの離染がある。（6, 45 cd）

世間〔道〕によって〔有頂からの離染は〕ない。【問】なぜか。【答】それ

（有頂）より上に世間〔法〕が無いから、あるいは、自地に属する〔世間

道〕は〔自地に属する煩悩の〕対治にはならないからである。…中略…。

他〔の地〕から〔の離染は〕二種類である。（6, 45 d）

有頂以外のすべての地からの離染は、世間〔道〕によってもあり、出世間

〔道〕によってもある。

AKVy.（p. 575.5−6）：
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� �
laukikenāpi vairāgyam iti. uparibhūmisāmamtakena. lokottarenāpı̄ti. tatprati-

� � � �
paksena svādharabhūmikenānāsravena mārgena.

「離染は、世間〔道〕によってもあり」とは、「〔離染は〕上地の近分〔定

に属する世間道〕によってもあり」である。「出世間〔道〕によってもあ

る」とは、「それの対治である自〔地〕と、より下の地とに属する無漏道

によっても」である。

ここで重要な点は、世間道は下地の煩悩に対してだけ対治になることであ

る。したがって、たとえば世間道によって欲界の煩悩を断じるためには初静慮

の未至定に入る必要があり、初静慮の煩悩を断じるためには第二静慮の近分定

に入る必要がある。このように有漏世間の修道による断惑は、禅定修行と深い

関わりがある。換言すれば、禅定によって下地から離染して上地を得ることこ

そが、有漏世間道による断惑なのである。

この事実は、“有漏の六行観”に関する記述からも確認することが出来る。

“有漏の六行観”とは、有漏世間道によって断惑が遂行される際に、まず無間

道において下地を「麁」「苦」「障」と観察して、続いて解脱道において上地を

「静」「妙」「離」と観察することである20。

AKBh.（p. 368.6−12）：

� �
tatra lokottarā ānantaryavimuktimārgāh satyālambanatvāt satyākārapravrttā iti

siddham /

�
�

vimuktyānantaryapathā laukikās tu yathākramam / sāntādyudārādyākārāh

（6, 49 abc）

�

�
�

vimuktimārgāh sāntādyākārā ānantaryamārgā audārikādyākārāh / te punar

yathākramam

�
uttarādharagocarāh // 6, 49 d //

� �

�
� � � �

�
�

vimuktimārgā uttarām bhūmim sāntatah pranı̄tato nihsarnatas cākārayanti sam-

� � � �
bhavatah / ānantaryamārgā adharām bhūmim audārikato duhkhilatah sthūlabhi-

説一切有部における有漏世間道による断惑
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�ttikatas ca /

そのうち出世間の無間〔道〕・解脱道は、諦を所縁とするので、〔四〕諦

〔十六〕行相をもって転起すると既に成立している。

他方、世間的な解脱〔道〕・無間道は、順次に、「静」などと「麁」な

どとの行相をもつ。（6, 49 abc）

解脱道は「静」などの行相を有し、無間道は「麁」などの行相を有する。

そしてそれらは順次に、

上〔地〕・下〔地〕を対象とする。（6, 49 d）

解脱道は上地を〔所縁として〕「静」「妙」「離」であると、可能性に応じ

て、行相をとる。無間道は下地を〔所縁として〕「麁」「苦」「障」である

と〔可能性に応じて、行相をとる〕。

以上より“世間有漏道による断惑”とは、上地の未至定・近分定に入り、有

漏の六行観をもって下地の煩悩を断つことである、と確認される。

3．浄等至と離染

続いて本節 3．では、定（＝等至 samādhi）と断惑の関係から考察を進め

ることで、有漏世間道による断惑が有部禅定論のなかでどのような位置を占め

ているのかを検討する。有部では禅定の状態を、浄等至・無漏等至・味相応

（染汚）等至という三種に分類する。これら三種の禅定状態と断惑の関係につ

いて次のように説かれている21。

AKBh.（p. 447.10−15）：

� � � � �
esām ca punas trividhānām dhyānām ārūpyānām22

�

�
�

anāsravena hı̄yante klesāh（8, 21 cd）
�

�� �
na suddhakena / kuta eva klistena / vı̄tarāgatvān nādhah / tasyaiva tadapra-

�

�
��

tipaksatvān na svabhūmau / visistataratvān nordhvam iti /
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sāmantakena ca // 8, 21 d //

�
�

�dhyānārūpyasāmantakena ca klesāh prahı̄yante suddhakenāpi / adhobhūmiprati-

�
paksatvāt /

また、これら〔浄等至・無漏等至・味相応（染汚）等至という〕三種の静

慮と無色との〔根本定の〕うち

煩悩は無漏〔等至〕によって断ぜられる。（8, 21 cd）

浄〔等至〕によっては〔煩悩の断〕ない。ましてや染汚〔等至によって断

ぜられる〕はずがない。すでに〔下地から〕離染しているのであるから

〔上地の浄等至によって〕下〔地に属する煩悩の断は〕ない。ある〔地の

浄等至〕が同じそ〔の地に属する煩悩〕の対治になることはないので、自

地おける〔煩悩の断は〕ない。〔煩悩が〕より勝れているので、〔下地の浄

等至によって〕上〔地に属する煩悩の断は〕ない。

また、近分によっても〔断ぜられる〕。（8, 21 d）

また、静慮・無色の近分の浄〔等至〕によっても煩悩は断ぜられる。下地

〔に属する煩悩〕の対治であるからである。

AKVy.（p. 681.19−23）：
� �

� � �
suddhakenāpı̄ty apisabdād anāsravenāpı̄ti. sambhavatas tv etad uktam. ata evo-

�

�
�

cyate. adhobhūmipratipaksatvāt iti. kāmāvacarā hi klesāh prathamadhyāna-

sāmantakena prahı̄yante. prathamadhyānabhūmikā dvitı̄yadhyānasāmantakena.

� � �

～
�

～evam yāvad ākimcanyāyatanabhūmikā naivasamjnānāsamjnāyatanasāmantak-

eneti.

「浄〔等至〕によっても」とあるうち「も」の語によって「無漏〔等至〕

によっても」と〔ここには含意されている〕。しかしながら、これは可能

性という点から説かれている。まさにそれゆえに、「下地〔に属する煩悩〕

の対治であるからである」と説かれたのである。欲界繫の煩悩は初静慮の

近分〔定〕によって断ぜられ、初静慮地〔の煩悩〕は第二静慮の近分

〔定〕によって〔断ぜられ〕、同様に乃至、無所有処地〔の煩悩〕は非想非

説一切有部における有漏世間道による断惑
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非想処〔地の近分定〕によって〔断ぜられる〕。

これをまとめれば次のようになろう23。

したがって本稿で問題となる“世間有漏道による断惑”は近分（未至）の浄

等至によって下地の煩悩を断ずることである（上表の網掛け部）。また、味相

応（染汚）等至が獲られるのは、既に得ている上地から退失する場合と、上地

から死没して下地に再生する場合に限られるので、下地から直接的に上地の味

相応（染汚）等至を得ることは出来ない24。そして、無漏等至は聖者のみに起

こりえるものである25。以上より、異生が“初静慮などを獲る”と表現される

場合には必ず浄等至の近分（未至）が適用されることが解る。この浄等至を獲

る条件については次のように説かれている。

AKBh.（p. 442.17−20）：
�

� � � � �
atha suddhakādı̄nām dhyānārupyānām katham lābhah /

�
� � �

atadvān labhate suddham vairāgyenopapattitah /（8, 14 ab）
�

� �
asamanvāgatas tena suddhakam dhayanam ārupyam vā pratilabhate / adhobhū-

mivairāgyād vā / adhobhūmyupapattito vā / anyatra bhavāgrāt / na hi tasyopa-

�
pattito lābhah /

さて、浄などの静慮・無色の獲はどのようにしてあるか。

それを有していない者は、離染あるいは生によって浄〔等至〕を獲

る。（8, 14 ab）

等至の種類
断の対象となる煩悩

上地 同地 下地

無漏等至
根本 ○ ○ ×
未至 ○ ○ ○

浄等至
根本 × × ×
近分（未至） × × ○

味相応（染汚）等至 × × ×
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それを成就していない者は、下地から離染することによって、あるいは

〔上地から〕下地に生まれることによって、浄の静慮もしくは〔浄の〕無

色を獲る。〔ただし生まれの場合には〕有頂を除く。なぜならば〔有頂よ

り上地はないので〕それ（有頂）が生によって獲られることはないからで

ある。

すなわち上地を得るためには、先に必ず下地から離染していなければならな

い26。たとえば欲界にいる異生が初静慮の根本定を獲る場合には、先に未至定

において欲界の煩悩を全て断じておく必要がある。換言すれば、欲界の煩悩を

残したまま初静慮の根本定に入定することは不可能である。したがって、“有

漏世間道による断惑”は、禅定によって上地を獲る場合には必ず行われている

ことであり、決して特別な事態を想定しているわけでは無いことが解る。

4．煩悩の断たれ方 －自性断と所縁断－

続いて“有漏世間道による断惑”における煩悩の断じられ方を、とくに成就

（得）という点から考察する。前節 3．までに考察したように、有部では異生

であっても煩悩を断じることが出来ると考えられているが、有部の教理によれ

�
ば有漏法の断たれ方には自性断（ svabhāva-prahāna）と所縁断（ ālambana-

�
prahāna）の二つがあるとされる27。周柔含は、このうち所縁断（ ālambana-

�
prahāna）が“有漏世間道による断惑”に深く関係していることを示唆してい

るが28、有部法相の字義に従う限りは再考の余地がある。AKBh. と AKVy. に

は次のように自性断と所縁断について説かれている29。

AKBh.（p. 321.1−2）：
�

� � � � � �
kiyatā klesah prahı̄no vaktavyah / svāsamtānikah prāpticchedāt / pārasāmtānikas

�
� � ��

�
�

tu klesah sarvam ca rūpam aklistas ca dharmas tadālambanasvāsāmtānikak-

�
�

lesaprahānāt /

説一切有部における有漏世間道による断惑
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【問】いかなる〔条件〕によって「煩悩が断たれた」と言われるべきか。

【答】自らの相続に属する〔煩悩〕は、得（prāpti）の断絶によってであ

る。けれども、他者の相続に属する煩悩と、すべての色と、不染汚法と

は、それを所縁とする、自らの相続に属する煩悩の断によってである。

AKVy.（pp. 500.30−501.3）：

� � � �

�
�

svāsāmtānikah prāpticchedād iti vistarah. svasamtānaklesah prāptivigamāt

� � �

�
�

prahı̄no vaktavyah. parasamtānaklesas tu na prāpticchedāt. svasamtāne tatprāp-

� � �

�
� �

tyabhāvāt. kim tarhi tadālambanasvāsāmtānikaklesaprahānāt. pārasāmtā-

�
� �

�
� � �

nikaklesālambanasvāsāmtānikaklesaprāpticchedād ity arthah. sarvam rūpam

� �
� � ��

� �
� �

kusalākusalāvyākrtam. aklistas ca dharma ity arūpı̄ kusalasāsravam anivr-

�

�
� �

�
� �

tāvyākrtas ca. tathaiva tadālambanasvāsāmtānikaklesaprahānāt prahı̄no vaktavya

iti.

「自らの相続に属する〔煩悩〕は、得（prāpti）の断絶によってである」

云々とは、「自らの相続にある煩悩は、得（prāpti）の除去によって断たれ

る」と言われるべきである。けれども他者の相続にある煩悩は、得

（prāpti）の断絶によってではない。自己の相続にそれの得（prāpti）はな

いからである。ではどうなのか〔と言えば答えて〕「それを所縁とする、

自らの相続に属する煩悩の断によってである」〔であり、即ち〕「他者の相

続に属する煩悩を所縁とする、自らの相続に属する煩悩の断によってであ

る」という意味である。善・不善・無記なるすべての色と、有漏善と無覆

無記の非色なる不染汚法とは、まさに同様に、それを所縁とし、自らの相

続に属する煩悩の断によって断たれると言われるべきである。

見道・修道によって自相続にある煩悩、すなわち染汚（不善と有覆無記）な

る非色法が断たれる場合には（1）自性断が適用され、色法とおよび不染汚

（善と無覆無記）なる非色法とが断たれる場合には（2）所縁断が適用される。

何故これらには（2）所縁断のみが適用され、（1）自性断が適用されないのか
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という理由について『大毘婆沙論』は、「それらの諸法は道に反しておらず、

さらに明・無明と直接的に関係するものではないから」と答えている30。以上

を整理すれば次のようになる。

したがって、自相続にある煩悩法に所縁断は適用されないため、異生が有漏

世間道によって断惑する際にも自性断が適用され、断たれた煩悩の成就関係は

断たれると考えられる。

5．離繫果と離繫得

本節 5．では有漏世間道による断惑と離繫果との関係を考察する。離繫（vis-

�
amyoga）とは、煩悩が対治道によって滅した状態のことであり、無為法であ

�
る択滅（pratisamkhyā-nirodha）そのもののことである32。当然、この離繫（＝

択滅）は聖道によって煩悩を断ずることによって得られるが、AKBh. によれ

ば有漏世間道による断惑によっても離繫果があると説かれている33。

AKBh.（p. 255.15−22）：

� �

～
�

prahānamārge samale saphalam karma pancabhih /（4, 87 ab）

� � �

�
� �

prahānārtham mārgah prahı̄yante vā ’nena klesā iti prahānamārgah ānan-

�

～
� �

taryamārgah / tasmin sāsrave yat karma tat pancabhih phalaih saphalam / tasya

� �� � � � �
hi vipākaphalam svabhūmāv isto vipākah / nihsyandaphalam samādhijā uttare

�

�
� � � � �

sadrsā dharmāh / visamyogaphalam visamyoga eva / yat tat prahānam / pu-

� � ���

�rusakāraphalam tadākrstā dharmās tadyathā vimuktimārgas34, tatsahabhuvas ca,

適用 断じられ方 断じられた諸法

自性断 非色の染汚法（煩悩） 対象となる法の得（成就）を
断絶させる

不成就になる

所縁断 非色の不染汚法、および
色法

対象となる法を所縁としてい
る自相続中の煩悩が全て断た
れた場合、その法が断たれた
とする

再び現前し得る31

説一切有部における有漏世間道による断惑
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� � �
yac cānāgatam bhāvyate, tac ca prahānam / adhipatiphalam svabhāvād anye sar-

� � �
vasamskārāh pūrvotpannavarjyāh /

有垢なる断道において業は、五つの点で果を有している。（4, 87 ab）

断を目的とする道であるから、あるいはこれによって諸煩悩が断ぜられる

から、断道であり〔即ち〕無間道である。有漏なるそ〔の道〕にある業

は、五つの点で果を有している。実にそれの異熟果は、自地における可愛

の異熟である。等流果は、定から生じた後の相似の諸法である。離繫果

は、まさに離繫のことであり、その断のことである。士用果は、それによ

って牽かれた諸法であり、たとえば解脱道と、それと倶有なる〔諸法〕

と、修せられるところの未来のものと、その断とである。増上果は、前に

�
生じたものを除いて、自体以外のすべての諸行（samskāra）である。

�
ここで注意しなければならない点は、離繫（visamyoga）は無為法である択

滅に他ならないから、それは我々の相続から離れた、生じもせず滅しもしない

時間を超えた存在である。よって、「離繫果がある」といっても、我々の相続

のうちに“択滅”なる法が忽然と生じるということは考えられない。そこで有

部は、得（prāpti）という媒介者を通じて離繫（＝択滅）が我々の相続と関係

性をもつという考えによって、離繫（＝択滅）と有情の関係性を理解してい

る35。異生であっても煩悩を断ずれば択滅を成就するという記述が、他の箇所

からも確認できる36。

AKBh.（pp. 62.19−63.1）：

� � � �
asamskrtesu punah prāptyaprāptı̄

�
nirodhayoh // 2, 36 d //

� � � �
…中略… / pratisamkhyānirodhena sakalabandhanādiksanasthavarjyāh sarva

� �

�
�

āryāh prthagjanās ca kecit samanvāgatāh /

一方、無為〔の諸法〕について得・非得は

二つの滅にある。（2, 36 d）

３０



…中略…。すべての束縛（煩悩）を有したまま〔見道の〕初刹那（苦法知

忍の位）に住している〔聖者〕を除いた〔他の〕すべての聖者と、一部の

異生たちは択滅を成就する。

AKVy.（p. 144.29−30）：

�

�
�

prthagjanās ca kecit samanvāgatā ity ekaprakāropalikhitādayah.

「一部の異生たちは択滅を成就する」とは、一品〔の煩悩〕でも取り除か

れている等の者たちである。

以上より、異生であっても煩悩を断ずれば、離繫を得することが解る。「煩

悩が断じている」という状態そのものについては異生であっても聖者であって

も何ら変わりない点が確認される。

6．離繫得の有漏／無漏

前節 5．において異生であっても煩悩を断ずれば聖者と同じく離繫を得する

点を指摘した。それでは異生と聖者の断惑には全く差異が無いのか、といえば

そうではない。離繋（＝択滅）は無為法であるが、その離繫を有情の相続に結

びつけている得（離繫得）は有為法であるため、この離繫得には有漏か無漏か

の種別がある。そして、有部の教理に基づけば、異生には有漏の離繫得しか生

じないのに対し、聖者には無漏の離繫得が生じると言う点で、この両者の断惑

には決定的な違いがある37。無漏の離繫得が生じていることは、“煩悩の断”

が“遍知”として設定される条件であるから38、修道論上、離繫得が有漏か無

漏かであるかは重要な要素である。

また、有漏／無漏の離繫得は、それぞれ有漏法／無漏法の法相定義に従うは

ずであるから、一定の条件が揃えば捨される可能性がある。色界繫／無色界繫

／無漏のうち何れの断道によって離繫が得られたのかに応じて、この離繫得に

もそれぞれ色界繫／無色界繫／無漏という三種類がある39。まず、色界繫・無

説一切有部における有漏世間道による断惑
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色界繫法40と、ならびに無漏法41が捨される条件を表にまとめれば次のように

なる。

この条件を比べると、無漏法と比べ、色界繫・無色界繫がより容易に捨せら

れることが解る44。特に色界繫法と無色界繫法との二つについては、「易地」

色界繫法が
捨される条件

『
甘
露
味
論
』

『
心
論
』

『
心
論
経
』

『
雑
心
論
』

『
大
毘
婆
沙
論
』

A
K

B
h.

『
順
正
理
論
』

『
蔵
顕
宗
論
』

A
D

V
.

（1）易地 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
（2）退 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
（3）死没 ○ ▽ ▽ △ △ △ △
（4）離染 ○ △ △

△＝長行で補足的に説かれる、▽＝順決択分の解説箇所で説かれる42

無色界繫法が
捨される条件

『
甘
露
味
論
』

『
心
論
』

『
心
論
経
』

『
雑
心
論
』

『
大
毘
婆
沙
論
』

A
K

B
h.

『
順
正
理
論
』

『
蔵
顕
宗
論
』

A
D

V
.

（1）易地 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
（2）退 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
（3）死没 △
（4）断善根 △ ○ ○ ○
（5）得果 ○

△＝不明確43

無漏法が
捨される条件

『
甘
露
味
論
』

『
心
論
』

『
心
論
経
』

『
雑
心
論
』

『
大
毘
婆
沙
論
』

A
K

B
h.

『
順
正
理
論
』

『
蔵
顕
宗
論
』

A
D

V
.

（1）得果 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
（2）練根 × ○ ○ ○ △ △ ○
（3）退 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

×＝異説として紹介、△＝得果に含まれる
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によって、すなわち上地から下地に輪廻する際には上地に属する諸法が捨せら

れ、下地から上地に輪廻する場合には下地に属する諸法が捨されてしまうため

に、これに伴って有漏の離繫得も捨される45。これに対して無漏法は死没によ

って捨されることはないため、無漏の離繫得は輪廻を隔てて成就され続ける。

したがって有漏の離繫得の効力は、無漏のものと比べ非常に限定的であり、永

続的効果は見込めない。かかる点が有漏と無漏の離繫得の相違点であり、ひい

ては異生と聖者との断惑における差異であると考えられる。

7．結 論

以上、本稿の冒頭部において挙げた目標は達成できたと考えられる。

有部における“有漏世間道による断惑”とは、単に、定（samādhi）によっ

て上地を得る際に、下地から離染することである。この有漏世間道による断惑

は、無漏出世間道によるものと同じく、煩悩の得を断つものであり（自性断）、

それに伴って有漏の離繫得を生じさせる。ただしこの離繫得は、有漏であるが

ゆえに効果は一時的なものであって永続せず、下地から上地へ、上地から下地

へと輪廻を経ることで捨されてしまう。換言すれば、“有漏世間道による断惑”

は上地に再生する為のものであって、解脱に資するものではなく、いつか必ず

下地に戻ってきてしまう不完全なものである。この点が、解脱に直結する“無

漏出世間の断惑”と根本的に相違している。

そしてこの理論は、その萌芽が既に『発智論』の段階から見られ、『大毘婆

沙論』において既に完成された形で説かれること、その完成された形が

AKBh. や『順正理論』などにも引き継がれていることから、本稿の結論は、

有部において広く容認されていたと考えられる46。

このように“有漏世間道による断惑”は有部教理において明確に定義されて

おり、何ら特殊なものではない。むしろ、1）欲界から離染することこそが初

静慮を獲ることであり、2）その場合には欲界すべての煩悩に対して有漏では

あっても離繫得が獲られること、3）禅定に入った功徳を失わない限り出定後

説一切有部における有漏世間道による断惑
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も煩悩が断たれたままでいること等を勘案すれば47、説一切有部における禅定

とは、単なる精神集中ではなく、自己変革ともいうべき大きな意義を有してい

たことに注意を払うべきであろう。
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告会では、一郷正道先生、加治洋一先生、小澤千晶先生との有意義な議論を通して、多
くの問題点を修正することが出来ました。ここに篤く御礼申し上げます。

註
１ 櫻部建［1988 : pp. 220.11−221.7］［1995 : p. 48.b 2−8］
２ Dhammajoti［2007 a : pp. 454.8−457.18］；［2009 a : pp. 348.19−352.35］においても、
有漏世間道による断惑が概説されている。

３ 平澤一［1987］［1990］［1991 a］［1991 b］
４ 平澤一［1987 : p. 562.b 11］
５ 平澤一［1987 : p. 562.b 18−20］
６ 森章司［1995 : p. 257.12−14］も、有漏の六行観による世間道断惑が、有部修行道
論における「例外」であると評価している。

７ 周柔含［2010］［2011］
８ 西義雄［1975 : p. 344.8−9］は、この世俗道断惑が有漏の禅定観に基づくことを的
確に指摘している。

９ 『順正理論』巻 57（T 29. 657 c 07−658 a 01）；『蔵顕宗論』巻 29（T 29. 913 c 26−914

a 07）を参照。『蔵顕宗論』では AKBh. からの偈頌が改められているが、見道が無漏
のみで、修道が有漏無漏に通じる点は同一である。

１０ 舟橋水哉［1940 : pp. 132−134］がこの見解を表明している。しかし平澤一［1987 :

p. 59.a 11−15］の指摘によれば、有漏世間道が修所断煩悩だけを断ずると説く有部資
料は乏しいらしい。

１１ 『発智論』巻 3（T 26. 930 a 21−b 28）；『八犍度論』巻 4（T 26.785 c 22−786 a 29）；
『毘曇婆沙論』巻 28（T 28. 207 b 04−27）；『大毘婆沙論』巻 51（T 27. 266 c 15−267 a

06）；『順正理論』巻 46（T 29. 605 a 23−b 05）；『蔵顕宗論』巻 25（T 29. 893 b 26−c

07）を参照。
１２ 『発智論』巻 3（T 26. 930 a 21−25）
１３ 聖者を基準とする一般的な理解に従えば、忍所害が見所断のことであり、智所害が
修所断のことである。

１４ 『順正理論』巻 46（T 29. 605 a 23−b 08）；『蔵顕宗論』巻 25（T 29. 893 b 26−c 07）
も参照。

１５ 聖者にとって見所断の煩悩が、異生にとっては修所断であるという意味である。
１６ 聖者であっても世間道によって離染を起こすことが認められている。AKK. 6, 46を
参照。

１７ 有頂地の煩悩は無漏出世間道によってしか断てない。AKBh.（p. 366.7−15）を参照。
１８ 同趣旨は『心論』巻 2（T 28. 819 b 19−25）；『心論経』巻 3（T 28. 850 c 04−11）；
『雑心論』巻 5（T 28. 913 b 08−18）；『順正理論』巻 66（T 29. 701 b 09−15）；『蔵顕宗
論』巻 32（T 29. 931 a 27−b 06）においても説かれる。また、『発智論』巻 3（T 26. 930

a 21−b 28）；『八犍度論』巻 4（T 26.785 c 22−786 a 29）；『毘曇婆沙論』巻 28（T 28. 207

b 04−27）；『大毘婆沙論』巻 51（T 27. 266 c 15−267 a 06）も参照。
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� �
１９ Pradhan : vā pratipaksatvāt，平川訂正表：vāpratipaksatvāt

２０ 有漏の六行観については『心論経』巻 3（T 28. 850 c 11−13）；『雑心論』巻 5（T 28.

913 b 18−21）；『順正理論』巻 66（T 29. 702 a 22−b 03）；『蔵顕宗論』巻 32（T 29. 932

c 26−a 07）に体系的に説かれる。また、『集異門足論』巻 18（T 26. 444 a 13−445 a

01）；『法蘊足論』巻 8（T 26. 488 c 22−23），巻 11（T 26. 506 b 29−c 07）, 巻 12（T 26.

513 a 03−04）においても麁苦障・静妙離からなる六行観が説かれている。
２１ 『心論』巻 3（T 28. 826 a 10−17）；『心論経』巻 5（859 b 26−c 10）；『雑心論』巻 7

（T 28. 930 c 7−14）；『順正理論』巻 78（T 29. 765 b 03−10）；『蔵顕宗論』巻 39（T 29.

970 a 27−b 05）

� �
２２ Pradhan : dhyānānām rūpyārūpyānām, 櫻部・小谷・本庄［2004 : p. 292 註 1］：

� �
dhyānām ārūpyānām

２３ 無漏等至については下記の記述も参照。

AKBh.（pp. 447.15−448.7）：

�
kati punah sāmantakāni /

�� � �
astau sāmantakāny esām（8, 22 a）

�

�
� � �

ekaikasyaikaikam yena tatpravesah / kim tāny api trividhāni tathaiva ca tesu vedanā /

nety ucyate /
�

�
suddhāduhkhāsukhāni hi /（8, 22 b）

�
� �

suddhakāni ca tāny upeksendriyasamprayuktāni ca yatnavāhyatvād adhobhūmyudvegāna-

�
pagamāt vairāgyapathatvāc ca nāsvādanāsamprayuktāni /

� �
āryam cādyam（8, 22 c）

� � � �
ādyam sāmantakam anāgamyam tac chuddhakam cānāsravam ca yady api

� � �� �� �
sāmantakacittena pratisamdhibandhah klisto bhavati / samāhitasya tu klistatvam pra-

�
tisidhyate /

tridhā kecit（8, 22 c）

� �
kecit punar icchanti / āsvādanāsamprayuktam apy anāgamyam /

【問】さて、幾何の近分があるのか。【答】
これらには八つの近分がある。（8, 22 a）

一々〔の根本〕に一々〔の近分〕があり、これ（近分）によってそれ（根本）
に入るのである。【問】それら（近分）も〔無漏・浄・味相応という〕三種類
であるか。そして、それら（近分）における受は〔根本における受と〕全く同
様であるか。【答】〔そうでは〕なくて〔次のように〕言われる。

浄であり、不苦不楽である。（8, 22 b）
それらは浄〔等至〕であり、捨根相応である。努力によって引き起こされるか
ら、そして下地の怖れから離れていないので〔喜・楽と相応しない〕。離染へ
の道であるから味相応ではない。

そして初〔静慮の近分〕は聖（無漏）でもある。（8, 22 c）
初〔静慮〕の近分は未至〔定〕であり、これは浄でもあり無漏でもある。たと

説一切有部における有漏世間道による断惑
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え近分の心による結生が染汚であるにしても、入定した〔心については〕染汚
性が否定される。

一部の人々は三種である〔と主張する〕。（8, 22 c）
けれども一部の人々は、未至〔定〕は味相応でもあると認める。

２４ AKBh.（p. 442.10−12）：

�� � �
klistam hānyupapattitah // 8, 14 d //

�
atadvān labhata ity evānuvartate / parihānito yadi tadvairāgyāt parihı̄yate / upapattito

yady uparibhūmer adharāyām upapadyate /

染汚〔の等至〕を、退失と生とから、（8, 14 d）
それを有していない者は獲る、とまさに〔先の句に〕繫がる。もしその〔地

�
の〕離染から退するならば退（parihāni）によって、もし上地から下〔地〕に再
生するならば、生によって〔染汚等至を獲る〕。

なお『順正理論』巻 78（T 29. 763 c 09−12）＝『蔵顕宗論』巻 39（T 29. 968 c 04−07）
も参照。

２５ 無漏等至は未至定、四つの色界根本静慮、中間静慮、下三つの無色界根本定のあわ
せて九つを依地とする。この九地においてしか無漏法は存在しないからである。した
がって、第二静慮から非想非非想処までの近分定に無漏はない。

AKBh.（p. 450.1−5）：

� �
ta ete trayah samādhayo dvividhāh /

�
�

suddhāmalāh（8, 25 a）
� � � �

�
suddhakās cānāsravās ca / laukikalokottaratvāt / laukikā ekādasasu bhūmisu / lokot-

�
tarā yatra mārgah /

これら三つの三昧（空・無願・無相）は二種である。
浄なると、無垢なるとである。（8, 25 a）

浄〔等至〕と無漏〔等至〕とである。世間的なものと出世間的なものがあるか
らである。世間的なものは十一地においてあり、出世間的なものは道があると
ことにおいてある。

AKVy.（p. 683.2−4）：
�

�
laukikā ekādasasv iti. kāmadhātāv anāgamye dhyānāntare dhyānārūpyesu ceti. yatra

�
mārga iti. kāmadhātubhavāgradvitı̄yādisāmantakavarjitāsu bhūmisu.

「世間的なものは十一」とは、欲界・未至・中間静慮・〔四根本〕静慮・〔四〕
無色〔定〕である。「道があるとことにおいて」とは、欲界と有頂と第二〔静
慮〕などの近分を除く〔未至・中間静慮・四根本静慮・下三無色の〕諸地にお
いてである。

また次の箇所にも同趣旨が説かれる。
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AKBh.（p. 87.4−6）：

� �
anyonyam navabhūmis tu mārgah（2, 52 cd）

� � � � �
sabhāgahetur ity adhikārah / anāgamye dhyānāntarikāyām catursur anesu trisu

� � �
cārūpyesu mārgasatyam anyonyam sabhāgahetuh /

しかし九地に属する道は、互いに（2, 52 cd）
同類因である、と〔言葉が〕かかる。〔無漏である〕道諦は、未至・中間静慮、
四静慮、三無色において、互いに同類因である。

また無漏の根本定が下地の煩悩を断じえない理由は、下地から離染しなければ上地
を得ることが出来ないため、既に下地から離染しているからである。AKBh. には次の
ように説かれている。

AKBh.（pp. 367.11−368.5）：

�
katamayā punar bhūmyā kuto vairāgyam bhavati /

� �
anāsravena vairāgyam anāgamyena（1）sarvatah // 6, 47 cd //

�
…中略… / anāsravena vairāgyam anāgamyena sarvata ity uktam anyais tu noktam /

ata ucyate

�� � �
āryair astābhih svordhvabhūjayah // 6, 48 cd //

�� �

�
�

anāsravair astābhir dhyānadhyānāntarārūpyaih svasyā ūrdhvāyās ca bhūmer vairāgyam

nādharāyā vı̄tarāgatvāt /

【問】次に、いずれの地〔に属する道〕によって、いずれの〔地〕からの離染
があるのか。【答】

未至の無漏〔道〕によって、すべての〔地〕からの離染がある。（6, 47 cd）
…中略…。「未至の無漏〔道〕によって、すべての〔地〕からの離染がある」
と〔先の偈で〕説かれたが、他の〔道〕によって〔の離染は〕未だ説明されて
いない。そこで説く。

八つの聖〔道〕によって自〔地〕と上地からの勝利がある。（6, 48 cd）
〔四根本〕静慮と、中間静慮と、〔下三つの〕無色とを〔依地とする〕八つの無
漏〔道〕によって、自〔地〕と上地からの離染があり、下〔地〕から〔の離
染〕はない。既に離染したからである。
（1）Pradhan : anāgāmyena，平川訂正表：anāgamyena

AKVy.（p. 576.14−22）：

�
sarvata iti. svordhvādhobhūmitah. tasya sāsravānāsravatvāt. …中略… . nādharāyā

� �
vı̄tarāgatvād iti. tatsāmamtakena evādhovairāgyasya（1）krtatvāt.

「すべての〔地〕からの」とは、自〔地〕と上〔地〕と下地とからである。そ
れ（無漏の未至定）は無漏だからである。…中略…。「下〔地〕から〔の離染〕
はない。既に離染したからである」とは、「まさに（2）それの近分（3）によって下地
からの離染が既になされているからである」である。

説一切有部における有漏世間道による断惑
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（1）Wogihara : vādhovairāgyasya

（2）梵本 vā に従えば「あるいは」であるがチベット訳に対応語を欠く。
続くチベット語訳 de’i nyer bsdogs kho nas の kho に従って eva に改める。

�
（3）Wogihara : tatsāmamtakena, Tib : de’i nyer bsdogs kho nas

此れと同趣旨は『順正理論』巻 66（T 29. 702 a 01−10）；『蔵顕宗論』巻 32（T 29. 931

c 05−14）においても説かれている。
２６ もちろんこの場合の上地とは根本定のことである。AKBh.（p. 447.10−15）; AKVy.

（p. 681.19−23）を参照。
２７ 自性断・所縁断については清水俊史［2014 c］を参照。
２８ 周柔含［2010 : p. 64.25−27］：Within the theory of laukikamārga to eliminate afflictions

�
Sarvāstivādin advocates（Ālambana-prahāna）destruction of afflictions by eliminating their

conditions.

２９ 自性断・所縁断については、『大毘婆沙論』巻 53（T 27. 274 b 24−c 09）＝『毘曇婆沙
論』巻 29（T 28. 213 b 18−c 04）；『順正理論』巻 6（T 29. 362 c 27−363 a 10）；『蔵顕宗
論』巻 4（T 29. 790 c 19−791 a 01）を参照。

３０ 『大毘婆沙論』巻 53（T 27. 274 b 24−c 09）＝『毘曇婆沙論』巻 29（T 28. 213 b 18−c

04）を参照。
３１ AKBh.（p. 236.10−13）
３２ AKBh.（pp. 3.24−4.7）：

� � �
pratisamkhyānirodho yo visamyogah（1, 6 ab）

� � � � � �
yah sāsravair dharmair visamyogah sa pratisamkhyānirodhah / duhkhādı̄nām āryasaty-

� � � �

～ �
� �

ānām pratisamkhyānam pratisamkhyā prajnāvisesas tena prāpyo nirodhah pra-

� �
tisamkhyānirodhah / madhyapadalopāt gorathavat /

� � � � � � � � �
kim punar eka eva sarvesām sāsravānām dharmānām pratisamkhyānirodhah / nety āha

�
/ kim tarhi /

� �
prthak prthak /（1, 6 b）

� � � � �

�yāvanti hi samyogadravyāni tāvanti visamyogadravyāni / anyathā hi duhkhadarsana-
�

� �

�
� �

heyaklesanirodhasāksātkaranāt sarvaklesanirodhasāksātkriyā prasajyeta / sati caivam
�

� � �
sesapratipaksabhāvanāvaiyarthyam syāt /

択滅とは離繫である。（1, 6 ab）
有漏の諸法からの離繫が、〔すなわち〕択滅である。苦などの聖諦を分析する

�

～ことが択（pratisamkhyā）であり、勝れた慧（prajnā）のことである。それによ
って得られるべき滅（nirodha）が択滅である。〔牛によって牽かれる車を〕牛
車というように、中間の語を省略するからである。
【問】ところで、すべての有漏法の択滅は、ただ一つだけであるのか。【答】そ
うではない。【問】ではどのようにあるのか。

それぞれ別々に〔択滅がある〕。（1, 6 b）
束縛する実体（煩悩）があれば、その数と同じだけ離繫の実体（択滅）もあ
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る。そうでなければ、見苦所断の煩悩の滅を現証すれば、すべての煩悩の滅が
現証されることに陥ってしまう。そして、このような場合には、他の対治の修
習が無意味になってしまうだろう。

３３ これと同趣旨は、『発智論』巻 12（T 26. 979 a 28−c 01）；『大毘婆沙論』巻 122−123

（T 27. 639 c 04−640 c 25）；『心論』巻 1（T 28. 815 a 05−12）；『心論経』巻 2（T 28. 843

a 27−b 09）；『雑心論』巻 3（T 28. 897 b 22−29）；『順正理論』巻 43（T 29. 584 a 29−b

22）；『蔵顕宗論』巻 23（T 29. 884 a 01−15）; ADV．（pp. 178.13−179.11）においても説
かれている。

３４ Pradhan : ’dhimuktimārgas, 舟橋一哉［1987 : p. 418 註 2］：vimuktimārgas

３５ 離繫（果）と離繫得は、ともに道によって得られるが、この両者は全く別のもので
ある。

AKBh.（p. 91.7−11）：

� � � �
kasyedānı̄m tatphalam katham vā / mārgasya phalam / tadbalena prāpteh /

�
prāptir eva tarhi mārgasya phalam prāpnoti / tasyām eva tasya sāmarthyān na visa-

� � �
myogah / anyathā hy asya prāptau sāmarthyam anyathā visamyoge /

� � �
katham asya prāptau sāmarthyam / utpādanāt / katham visamyoge / prāpanāt / tasmān

� � � � � �
na tāvad asya mārgah kathamcid api hetuh / phalam cāsya visamyogah /

【問】それでは、その〔離繫なる〕果は、何の〔果〕であるのか、あるいは、
どのように〔果で〕あるのか。【答】〔離繫果は〕道の果である。そ〔の道〕の
力によって得られるからである。
【難】その場合には、得こそが道の果ということになろう。まさにそれ（得）
に対してこれ（道）の功能があるのだから、離繫が〔道の果なのでは〕ない。
【答】〔そうではない。〕得に対するこれ（道）の功能と、離繫に対する〔道の
功能とは〕別ものである。〔ゆえに離繫は道の果である。〕
【問】〔それでは〕どのように得に対してこれ（道）の功能があるのか。【答】
〔得を〕生起させるゆえに〔功能がある〕。【問】どのように離繫に対して〔功
能があるのか〕。【答】〔離繫を〕得させることゆえに〔功能がある〕。したがっ
て、およそ道は、どのようなあり方であろうとも、これ（離繫）の因ではない
が、しかしこれ（道）の果は離繫である。

３６ 『順正理論』巻 12（T 29. 397 a 05−06）；『蔵顕宗論』巻 6（T 29. 804 a 06−07）も参
照。

３７ AKBh.（p. 64.20−22）：

�
anāptānām caturvidhā // 2, 37 d //

� � � � �
anāsravānām dharmānām caturvidhā praptih / samāsena traidhātukı̄ cānāsravā ca / …

�
中略… / pratisamkhyānirodhasya rūpārūpyāvacarı̄ cānāsravā ca /

〔三界に〕繫がれていない〔諸法〕の〔得は〕四種類である。（2, 37 d）
無漏なる諸法の得は四種類である。総括すれば、三界に属するものと、無漏な
るものとである。…中略…。択滅の〔得は〕、色〔界繫と〕無色界繫と無漏の
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ものとである。

AKVy.（p. 151.13−19）：

�
pratisamkhyānirodhasya rūpārūpyāvacarı̄ cānāsravā ceti. na kāmāvacarı̄. kāma-

� � � �
dhātor apratipaksatvāt. rūpāvacarena tu mārgena prāptasya rūpāvacarı̄ prāptih.

� � � �
ārūpyāvacarenārūpyāvacarı̄. anāsravena mārgenānāsravā. āryasya tu rūpāvacarena mār-

� �
gena prāptasya rūpāvacarı̄ cānāsravā cārūpyāvacarenārūpyāvacarı̄ cānāsravā ca.

�
laukikenāryavairāgye visamyogāptayo dvidheti（6, 46 ab）vacanāt.

「択滅の〔得は〕、色〔界繫のものと、〕無色界繫のものと、無漏のものとであ
る」とは、〔択滅の得に〕欲界繫のものはない。欲界は〔煩悩の〕対治にはな
らないからである。一方、色界繫の道によって得された〔択滅の〕得は色界繫
である。無色界繫〔の道〕によって〔得された択滅の得は〕無色界繫である。
無漏道によって〔得された択滅の得は〕無漏である。しかしながら、聖者にと
って色界繫の道によって得された〔択滅の得は〕色界繫と無漏とであり、無色
界繫の道によって得された〔択滅の得は〕無色界繫と無漏とである。「世間
〔道〕による聖者の離染には、二種類の離繫得がある」（6, 46 ab）と説かれてい
るからである。

３８ AKK. 5, 68 abc

３９ 厳密にいえば、聖者が色界繫／無色界繫の世間道によって離染した場合には、有漏
の離繫得と同時に無漏の離繫得も生じる。しかしながら本稿では、異生の断惑を論じ
るにあたり、論旨を明快にするためにこの仔細について論じていない。AKBh.（p.

64.20−22）；AKVy.（p. 151.13−19）を参照。
４０ 『甘露味論』巻 1（T 28. 968 b 17−18）；『心論』巻 1（T 28. 814 a 12）；『心論』巻 1

（T 28. 814 a 17）；『心論経』巻 2（T 28. 841 c 19）；『心論経』巻 2（T 28. 841 c 28−842

a 01）；『雑心論』巻 3（T 29. 892 b 18−22）；『雑心論』巻 5（T 28. 892 c 26−893 a 03）；
『大毘婆沙論』巻 171（T 27. 859 c 23−860 b 07）；AKBh.（p. 224.17−22）；ADV.（p.

134.4−10）；『順正理論』巻 39（T 29. 566 b 28−c 07）；『蔵顕宗論』巻 21（T 29. 874 a 01

−09）を参照。なお、『入阿毘達磨論』巻 1（T 28. 981 b 17−19）では静慮律儀（色界繫
法）は色界善心の得捨に従うと記されているのみであり、および具体的な捨の原因に
ついて、および無色界繫法については述べられていない。

４１ 『甘露味論』巻 1（T 28. 968 b 16−17）；『心論』巻 1（T 28. 814 a 12−13）；『心論経』
巻 2（T 28. 841 c 19−20）；『雑心論』巻 3（T 28. 892 b 23−28）；『大毘婆沙論』巻 36（T

27. 186 c 26−27）＝『毘曇婆沙論』巻 19（T 28. 141 b 28−29）；AKBh.（p. 224.20−

225.2）；ADV.（pp. 134.9−135.2）；『順正理論』巻 39（T 29. 566 c 07−14）；『蔵顕宗論』
巻 21（T 29. 874 a 09−14）を参照。なお『入阿毘達磨論』巻 1（T 28. 981 b 19−20）で
は無漏律儀は無漏心の得捨に従うと記されているのみであり、具体的な捨の原因につ
いては述べられていない。

４２ この仔細については清水俊史［2014 e : p. 10 註 40, pp. 13.11−15.23］を参照。
４３ 漢訳『甘露味論』巻 1（T 28. 968 b 21−22）には「善色。云何失。若斷善根。若命
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終」とあるが、全体の構成からすれば「善色」は「善無色」と改めるべきであろう。
その根拠は、次の三点による。まず、（A）この箇所の前後は『甘露味論』『心論』『心
論経』『雑心論』のいずれも「①律儀の成就→②律儀の捨→③→④染汚意業の捨」と
いう共通した構成をもち、問題となるこの箇所は③にあたるが、『甘露味論』を除く
三書は、この箇所で「無色界繫法の捨」を解説している。（B）直前に別解脱律儀・静
慮律儀・無漏律儀といった善の色法が捨せられる条件が説かれているのにもかかわら
ず、その直後に③で「善の色法の捨」を再定義することは不審である。（C）しかも、
②において説かれる別解脱律儀・静慮律儀・無漏律儀が捨される条件と、この③「善
の色法の捨」において説かれる条件が互いに矛盾しているため、教理的な点からも受
け入れがたい。以上より、あくまで推論に基づく一仮説に過ぎないが、有部論書の一
貫性ならびに、教理的側面からすれば、この『甘露味論』にある「善色」は「善無
色」に改めて読むことが妥当であるように思われる。

４４ これら AKBh. をはじめとする「捨」の条件が説かれる箇所は、静慮・無漏律儀の
みを捨する条件として理解されてしまっている場合が多い。しかしながら、文脈をよ
く検討すれば、有漏法・無漏法が捨される条件一般を説明することで、律儀が捨せら
れる条件を説明している箇所である。以下に示すように、色界繫法が捨される条件が
説かれた直後に、色法が存在しえない無色界繫法が捨される条件が説かれることから
もこれは明白である。

AKBh.（p. 224.17−22）：

� � � �
atha dhyānānāsravasamvarayoh katham tyāgah /

� � �

�bhūmisamcārahānibhyām dhyānāptam tyajyate subham /（4, 40 ab）

�

�
� � � �

sarvam eva dhyānāptam kusalam dvābhyām kāranābhyām parityajyate / upapattito vā

� �

�
�

bhūmisamcārād ūrdhvam cādhas ca（1） parihānito vā samāpatter / nikāyasabhāgatyā-
～

�

�
� � �

gāc（2）ca kincit / yathā ca rūpāptam kusalam bhūmisamcārahānibhyām tyajyate

� �
tathārūpyāptam āryam tu phalāptyuttaptihānibhih // 4, 40 cd //

さて、静慮と無漏との〔二〕律儀には、どのように捨があるのか。
�（1）易地と（2）退失とによって、静慮〔地〕所繫の浄（subha）は捨せら

れる。（4, 40 ab）
�まさにすべての静慮〔地〕所繫の善（kusala）は、二因によって捨せられる。

（1）生まれること〔即ち〕上〔地〕もしくは下〔地〕へ地を易えることによ
り、あるいは（2）等至から退失することによる。そして、一部は（3）衆同分
を捨することによる。また、色界繫の善が易地と退とによって捨せられるのと
同じように、

同様に無色界繫〔の善法も易地と退とによって捨せられる〕。けれども聖
なる〔諸法は〕得果と練根と退とによって〔捨せられる〕。（4, 40 cd）

�
�

�（1）Pradhan : avasyam，舟橋一哉［1987 : p. 235 註 1］：adhas ca

（2）Pradhan : nikāyasabhāgatvāc，舟橋一哉［1987 : p. 235 註 2］：nikāyasa-

bhāgatyāgāc
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AKVy.（pp. 387.27−388.3）：

�

�
� �

dhyānāptam iti. rūpasvabhāvam kusalam arūpasvabhāvam cābhipretam. ata eva ca

�� �
sarvam eveti vyācaste. dvābhyām iti. upapattito vā. parihānito vā. tenāha upapattito

� �

�veti vistarah. ūrdhvam upapadyamāno ’dharam parityajati. adhas copapadyamāna

� � � � �

�
�

uparibhūmikam iti. parihānito vā samāpatteh tatsamāpattisamgrhı̄tam kusalam

� �
tyajyate. nikāyasabhāgatyāgāc ca kimcid iti. nirvedhabhāgı̄yam yat

� � � � �
prthagjanāvasthāyām utpāditam yāvat ksāmtir iti. tad asaty api bhūmisamcāre

� �
nikāyasabhāgatyāgena tyajyate. yadā kāmadhātau mrtvā tatraivopapadyate. vaksyati hi

�
bhūmityāgāt tyajaty āryas tāny anāryas tu mrtyuta iti.

「静慮〔地〕所繫」とは、色を自性とする善と、非色を〔自性とする善〕とが
意趣されている。また、それゆえにまさに「まさにすべての」と詳説するので
ある。「二〔因〕によって」とは、「生れることによって、あるいは退失によっ
て」のことである。それゆえに「生まれること」云々と述べたのである。上
〔地〕に生まれつつある者は、下〔地の善〕を捨し、そして下〔地〕に生まれ
つつある者は、上地に属する〔善〕を〔捨する〕。「あるいは等至から退失する
ことによる」とは、その等至に含まれる善が捨せられるのである。「そして、
一部は衆同分を捨することによる」とは、異生位において生ぜしめられた忍

�
（ksānti）に至るまでの順決択分は、地を易えることがなくても、欲界において
死に同地において生まれる場合には、衆同分の捨によって捨せられる。なぜな
ら「聖〔者〕は、地を捨するによって、それら〔順決択分〕を捨す。しかし聖
者でない者は死によって〔捨す〕」（AKK. 6, 21 cd）と〔後で軌範師は〕説くだ
ろうからである。

４５ 『甘露味論』における「死没」の条件も同様に効力が永続的ではないことを意味し
ている。

４６ AKBh. より前の有部論書については、本論文の註釈にて当該箇所を指摘した。ま
た、本論では深く扱わなかったが、『識身足論』巻 13−16に亘って説かれる十二心の
成就・不成就の関係において、異生であっても欲界・色界から離染できるが、無色か
らは離染できないことが既に説かれており、AKBh. に説かれるような有漏世間道によ
る断惑が、すでに六足発智の段階から芽生えていたことが確認できる。

４７ たとえば欲界繫煩悩の場合には、初静慮の未至定によりて欲界繫煩悩から離染する
ため、欲界離染の際に得られる離繫得は色界繫法であると考えられる（AKBh.（p. 64.20

−22）；AKVy.（p. 151.13−19）を参照）。色界繫法は、（1）易地、（2）退、（3）死没、
（4）離染の何れかの条件によって捨されると理解されているため（本稿 6．節参照）、
禅定から出定しても退失しなければ、この離繫得は成就されたままであり、したがっ
て欲界繫煩悩も不成就のままであると考えられる。（2）退とは得た功徳を失うことで
あり、散心に戻ること（出定）ではない（これについては清水俊史［2014 e : p. 7.6−

9.16］を参照）。
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